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政治資金規正法の一部を改正する法律 概要 

（政治資金監査関係部分抜粋） 

 

 

第２ 政治資金監査の強化 

 １ 預貯金による政治資金の保管 

   国会議員関係政治団体の政治資金については、国債証券等又は金銭信託による

運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管する

ものとすること。 （第19条の８の２関係） 

 

 ２ 国会議員関係政治団体の範囲の拡充 

  ⑴ 政策研究団体（第５条第１項第１号に掲げる団体）を「国会議員関係政治団

体」とすること。 （第19条の７第１項第３号関係） 

  ⑵ 政策研究団体は、当該団体を主宰する国会議員又は主要な構成員である国会

議員の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこと。

 （第６条第１項関係） 

 

 ３ 翌年への繰越しの金額の確認等 

  ⑴ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、

収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年

の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができ

る書類（以下「残高確認書」という。）に記載された残高の額と一致しているか

どうかを確認しなければならないこと。 （第19条の11の２第１項関係） 

  ⑵ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、⑴による確認により翌年への繰越し

の金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金

監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面（以下「差額説

明書」という。）を作成しなければならないこと。 

 （第19条の11の２第２項関係） 

 

 ４ 登録政治資金監査人による政治資金監査の拡充 

   登録政治資金監査人による政治資金監査において確認する事項として、残高確

認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されて

いることを追加すること。 （第19条の13第２項第５号関係） 
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第３ 政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進 

 １ 収支報告書等のオンライン提出の義務化 

   国会議員関係政治団体に係る収支報告書、政治資金監査報告書及び確認書につ

いて、オンラインによる提出を義務付けること。 （第19条の15関係） 
 

 ２ 収支報告書等のインターネット利用による公表 

  ⑴ 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書、政治資金監査報告

書及び確認書をインターネットを利用する方法により公表しなければならない

こと。 （第20条第１項及び第２項関係） 

  ⑵ ⑴に伴い、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規

定を削るものとすること。 （旧第20条第１項及び第２項関係） 

 

 

第８ 国会議員関係政治団体から寄附を受けたその他政治団体の透明性確保 

 ⑴ 国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のうち、

各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が1,000万円以上となった政

治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみな

して、国会議員関係政治団体の特例に係る規定（これに係る罰則を含む。）を適用

すること。 

  ① 同一の国会議員関係政治団体（②の国会議員関係政治団体を除く。）から受け

た寄附の金額（国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である２

以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計額） 

  ② 同一の第２の２の⑴の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額 

 （第19条の16の３第１項関係） 

⑵ 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附

をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体

からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事

務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せ

て通知しなければならないこと。 （第19条の16の３第２項関係） 

⑶ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、各年中において⑴の寄附の金額が 

1,000万円以上となったときは、当該金額が1,000万円に達することとなった寄

附に係る⑵の通知を受けた日から７日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候

補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこと。当

該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、届出事項を都道府

県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により
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公表しなければならないこと。   （第７条第２項及び第７条の２第２項関係） 

 

 

第 10 施行期日等 

 １ 施行期日 

   この法律は、令和８年１月１日から施行すること。ただし、⑴から⑶までに掲

げる規定は、それぞれ次に定める日から施行すること。 

  ⑴ 第２の２（政策研究団体である国会議員関係政治団体の届出）の規定 令和７年10月1

日 

  ⑵ 第３の１（収支報告書等のオンライン提出の義務化）の規定、第４（政治資金パーティ

ーに係る公開基準額の引下げ）の規定及び第９（収支報告書に記載された個人寄附者等の住

所に係る部分の公表）の規定 令和９年１月１日 

（附則第１条関係） 

 

  ２ 経過措置 

⑴  原則として、「令和８年分の収支報告書」※の記載、提出、保存、公表等か 

ら適用すること。                 （附則第３条第１項、第５条第１項等） 

※ 政治資金規正法第17条第1項の規定による報告書（解散時の報告書）については、令和9年

1月1日以後に報告書を提出する場合に適用する。 


